
上記事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

第36回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

　　　　　　　　●　事業報告
　　　　　　　　「会社の株式に関する事項」
　　　　　　　　「会社の新株予約権等に関する事項」
　　　　　　　　「会計監査人の状況」
　　　　　　　　「会社の体制及び方針」

　　　　　　　　●　連結計算書類
　　　　　　　　「連結株主資本等変動計算書」
　　　　　　　　「連結注記表」

　　　　　　　　●　計算書類
　　　　　　　　「株主資本等変動計算書」
　　　　　　　　「個別注記表」

第36期
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社



(1) 株式数 発行可能株式総数 21,300,000株
発行済株式の総数 8,544,400株

(2) 当年度末株主数 3,591名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Y s ’ A s s o r t m e n t 株 式 会 社 4,000,000株 46.81％

ウ ィ ル ・ ア セ ッ ト 株 式 会 社 500,000 5.85

山 田 　 茂 303,400 3.55

堂 　 村 　 眞 由 美 266,200 3.11

上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 59,700 0.70

小 川 　 由 晃 58,300 0.68
株式会社日本カストディ銀行
（信託口） 56,300 0.65

内 藤 　 征 吾 53,400 0.62

鳥 毛 　 克 義 52,200 0.61

大 岩 　 徳 成 51,000 0.60

対象 株式数（株） 交付対象者数（名）
取締役（監査等委員である取締役及び社外役員
を除く。） 27,200 4

社外取締役（監査等委員であるものを除き、社
外役員に限る） 1,700 1

監査等委員である取締役 3,000 ３

１. 会社の株式に関する事項

(3) 大株主（上位10名）

（注）当社代表取締役山田茂の所有株式数には、日本証券金融株式会社との株式貸借契約書に基づく貸株86,300
株を含めて表記しております。

(４)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　当事業年度中、譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、下記のとおり株式を交付いたしました。

（注）上記のほか、取締役を兼務しない執行役員３名に対して譲渡制限付株式報酬5,100株を交付しており
ます。

(５) その他株式に関する重要な事項
　2024年４月15日を払込期日とする公募増資（一般募集）により当社普通株式が1,249,500株増加
し、2024年５月９日を払込期日とする第三者割当増資により当社普通株式が70,100株増加しておりま
す。
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２. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況
　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

① 報酬等の額 22,000千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,000千円

３. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
　仰星監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要
　特に記載する事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年
度の監査計画における監査項目別、段階別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状
況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社
法第399条第１項の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんの
で、①の金額には金融商品取引法に準ずる監査の報酬等の額を含めております。

(4) 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であるコンフォートレタ
ー作成業務について対価を支払っております。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の適正な監査業務の遂行に支障があると認められる場合には、株主総会
に提出する当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、監査等委員会
は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、監査等委員全員の同意によ
り会計監査人を解任する方針です。
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４. 会社の体制及び方針
１. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保

するための体制および当該体制の運用状況の概要
　当社は、会社法第399条の13第１項第１号ハに規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務
省令で定める体制」（内部統制システム）の整備に向けて、取締役会において「内部統制システムに関
する基本方針」を決議しております。決議内容の概要は以下のとおりです。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役が法令・定款及び当社の「経営理念」を遵守することが企業経営における最優先事項と位

置づけ、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「グループ行動憲
章」「コンプライアンス規程」を定める。

② コンプライアンスの徹底を図るため、担当取締役を任命し管理監督を行うとともにコンプライア
ンスに関する事項を一元的に討議する代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員
会」を設置する。また、各部門にはコンプライアンス担当者を配置する。

③ 各部門は、定期的にコンプライアンス勉強会を実施する。また、全役職員は、コンプライアンス
遵守状況を把握するために、「コンプライアンス・自己チェックリスト」により定期的に自己チ
ェックを行う。担当取締役は、チェックリストの提出を受け内容を検証し必要に応じヒアリング
を実施する。

④ 不正行為等の早期発見と是正を目的とした「内部通報制度管理規程」を定め、コンプライアンス
上疑義ある行為等を知った場合に報告・相談等を行うことができる「相談窓口」を設置する。

⑤ 内部監査室は、「内部監査チェックリスト」により監査を行い、その結果を取締役会、監査等委
員会、担当取締役に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び「コンプライアンス委員
会」に改善すべき事項を示達する。

(2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「取締役会」を意思決定・監督機関と位置づけ、運営及び付議事項等は、「取締役会規程」「取

締役会付議事項」に定める。
② 「取締役会」は、全役職員が共有する毎年度の経営方針、経営計画、部門目標を決定する。各担

当取締役、部門長は、これらに沿って業務を進める。
③ 「取締役会」は、組織、業務分掌、職務権限に関する諸規程を策定し効率的な業務遂行を実践す

る。

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報については、文書（電磁的記録を含む）の整理、保管・保存を定

めた「文書管理規程」に基づき適正な管理及び保存を行う。
② 株主総会、取締役会、各委員会の議事録は、「定款」「取締役会規程」「各委員会規程」に基づ

き作成し適切に管理・保存する。
③ 取締役は、これらの文書を常時閲覧することができる。
④ 企業秘密については「秘密情報管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管理規程に従

い適切に管理する。
⑤ 個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳正に管理する。

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理の徹底を図るため、担当取締役を任命し管理監督を行うとともに、リスクに関する事

項の一元的管理とリスク発生時の対応を適格に行うため「リスクマネジメント統括規程」を定め
る。
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② また、これらリスク及び被害の最小化を目的に、代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジ
メント委員会」を設置し的確・迅速に対応する。また、各部門にはリスクマネジメント担当者を
配置する。

③ 内部監査室は、リスク管理体制の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を取締役会、
リスクマネジメント委員会、監査等委員会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に改善
すべき事項を示達し、その改善状況の検証を行う。

(5) 当社及びその子会社から成るグループ企業における業務の適正を確保するための体制
① 当社及びグループ企業は、法令等遵守並びに業務の適正を確保するため、当社の「経営理念」

「コンプライアンス規程」を準用し体制の整備に努めるとともに、子会社の営業成績、財務状況
等の重要な情報について、管理担当責任者への定期的な報告を義務づける。

② 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対し、リスク管理体制の整備を求めるととも
に、子会社における損失の危険の発生を把握した場合には、直ちに、取締役会及びその他関係部
署に報告を行う。

③ 当社及びグループ企業は、情報の共有を図るため会議等を開催する。また、子会社の業務執行に
係る重要事項については、当社の「取締役会」に付議するなど適切な関係を構築する。

④ 内部監査室は、グループ企業に対し業務の有効性等の監査を行う。ただし、内部監査部門を有す
る子会社については、当該部門と連携して行う。監査により業務上の問題の把握に努めるととも
に、その結果については、取締役会等に報告を行う。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の監査等委員以外の取締役から
の独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 監査等委員会の職務遂行のために補助者を必要とする場合は、その求めに応じて速やかに補助す
べき専任スタッフを配置する。また、監査等委員会は必要に応じて内部監査室に調査の依頼をす
ることができる。

② 監査等委員会スタッフは監査等委員会より受けた業務命令に関して、監査等委員以外の取締役の
指揮命令を受けないものとし、人事に関する事項は監査等委員会の事前の同意を得て行うものと
する。

③ 内部監査室は監査等委員会との連携をとることを「内部監査規程」に定める。
・内部監査室は監査計画立案にあたって事前に監査等委員会と十分協議する。
・監査結果について、社長に報告するとともに、監査等委員会及び内部統制委員へ報告する。

(7) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
① 当社の取締役、執行役員及び従業員並びに子会社の取締役、執行役員、従業員及び監査役は、以

下の事項を発見した場合に監査等委員会に報告を行う。
・子会社の取締役会にて決議又は報告した事項
・会社に著しい損害を及ぼした事実、又は及ぼすおそれのある事実
・法令及び定款等に違反をする行為、又は違反するおそれがある行為
・その他、会社の業績に影響を与える重要な事項
・監査等委員会から報告及び資料の提出を求められた事項

(8) 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保する体制

① 当社及び子会社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けない事を確保する体制を構築する。
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(9) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用
の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

① 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還の手続き、その他
の当該職務の執行について生じた費用又は債務の処理については、監査等委員の請求に従い速や
かに行い得る体制を構築する。

(10) その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、監査等委員会は、会計監査人と

密接に連携するとともに、必要に応じ当社の取締役及び執行役員、並びに子会社の取締役等と会
合を持ち、経営方針の確認や会社を取り巻くリスクや課題について、意見交換を行う。

　上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要について、取締役会に付議すべき事項や重要
な案件は、会社法および定款で定められた事項のほか、取締役会規程により規定されています。取締役
会での意思決定に誤りなきを期すために、取締役・執行役員・監査等委員および社長が指名する部長で
構成され、原則として、月２回定期的に開催される経営会議で、取締役会に付議すべき事項を含め当社
にとって重要な案件を戦略性、リスクの内容と程度、成果等の観点から多角的に審議します。中期経営
計画等の経営基本にかかわる施策は、経営ミーティング、経営会議の審議はもとより、取締役会におけ
る充分な議論のうえで策定しております。
　監査等委員は、取締役会および社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、主
要な決裁書やその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人に説明を求め、経営の
健全性確保のための提言、助言、勧告を行っています。
　内部監査部門は社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。監査室１名は、子会社を含む
会社の業務執行状況を調査し、整合性および健全性を検証しております。内部監査の結果は、監査等委
員会にも報告され、監査等委員会監査と相互の連携を図っております。

２. 会社の支配に関する基本方針
　当社では会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については特に定
めておりません。

　　以上のご報告は次により記載しております。
　　（注）１.千円単位の記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
　　　　　２.１株当たり指標は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。
　　　　　３.株式数は、表示単位未満を切捨てて表示しております。
　　　　　４.比率は、小数点第２位以下を四捨五入して表示しております。
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(2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株主資本合計

2024年４月１日残高 838,650 793,650 10,300,212 11,932,512

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 571,109 571,109 1,142,219

剰 余 金 の 配 当 △237,161 △237,161
ストック・オプション
の 行 使 143 143 286

譲渡制限付株式報酬 16,317 16,317 32,634
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 682,538 682,538
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

－

連結会計年度中の変動額
合計 587,569 587,569 445,377 1,620,517

2025年３月31日残高 1,426,219 1,381,219 10,745,590 13,553,029

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2024年４月１日残高 29,476 838 30,314 － 11,962,827

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 － 1,142,219

剰 余 金 の 配 当 － △237,161
ストック・オプション
の 行 使 － 286

譲渡制限付株式報酬 － 32,634
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － 682,538
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額）

1,352 △5,389 △4,037 63,299 59,262

連結会計年度中の変動額
合計 1,352 △5,389 △4,037 63,299 1,679,779

2025年３月31日残高 30,828 △4,551 26,277 63,299 13,642,606

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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建物及び構築物 ２～50年
機械装置及び運搬具 ２～17年
その他 ３～20年

自社利用のソフトウェア ５年

連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１. 連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数

５社
連結子会社の名称

株式会社ウェルネス・コート
株式会社エルアンドビー
ニューライフサービス株式会社
株式会社エスティリンク
株式会社大成住宅

連結の範囲の変更
2024年４月１日付で、当社の連結子会社の子会社であった株式会社日清ハウスの清算結了に伴い、連結の範囲
から除外しました。
2024年10月１日を効力発生日として、当社を存続会社、連結子会社であった富士物産株式会社を消滅会社とす
る吸収合併を行い、連結の範囲から除外しております。
当連結会計年度において株式を取得した、株式会社エスティリンク及び株式会社大成住宅を新たに連結の範囲に
含めております。

２. 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

② 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産

主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、主な償却年数は次のとおりであります。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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② 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して
おります。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
　当社及び連結子会社は、退職一時金制度に加え、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度（中退共）と
確定拠出年金制度を併用しております。退職一時金制度については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
① 不動産開発・賃貸事業

　不動産の賃貸から生じる収益は、オペレーティング・リースによっております。オペレーティング・リースに
よる収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）等に基づき認識して
おります。

② 不動産開発・販売事業
　住宅用地の分譲販売や産業用地の販売は、用地の仕入から造成、企画、設計、施工までを自社一貫体制にて行
った戸建て住宅（土地付き建物）及び宅地を一般消費者又は法人へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契
約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上してお
ります。
　戸建て住宅の一般建築請負は、規格型注文住宅及び自由設計注文住宅の建築工事を請け負う事業であり、顧客
（一般消費者及び法人）との建物請負工事契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。
　当該建物請負工事契約においては、当社グループの義務の履行により資産（仕掛品）が創出され又は増価し、
資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定の期間にわたり充足され
る履行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を計上し
ております。なお、進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における企業の進捗度に寄与及び概ね比例して
いると考えられることから、発生原価に基づくインプット法によっております。
　ただし、建物請負工事契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時
点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

③ マンション事業
　マンションの分譲販売は、用地の仕入から施工までを行ったマンションの各分譲住戸を主に一般消費者へ販売
する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上してお
ります。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理
によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金

③ ヘッジ方針
　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと
に行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間
　のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しております。

(8) その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
　資産にかかる控除対象外消費税及び地方消費税は繰延消費税等（投資その他の資産のその他）とし、５年間で
均等償却を行っております。
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販売用不動産 5,398,289千円

賃貸不動産 20,407,494千円

のれん 1,244,782千円

会計上の見積りに関する注記
１. 販売用不動産の評価

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　販売用不動産を含む棚卸資産は取得原価で評価しておりますが、正味売却価額が取得原価より下落している場合
には、正味売却価額で評価し、取得原価との差額を当期の費用として処理しております。不動産市況が悪化して、
正味売却価額が著しく下落した場合には、損失が発生し重要な影響を与える可能性があります。

２. 賃貸事業目的で保有する不動産（賃貸不動産）の減損
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　上記は、賃貸不動産と賃貸不動産として使用される部分を含む不動産を合算した金額であります。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　賃貸不動産は、賃料の低下や不動産価格の下落といった将来の市況変化等のリスクに晒されております。減損の
認識の判定においては、賃貸不動産に係る市況等の見積りが伴います。減損の認識の判定に使用した割引前将来キ
ャッシュ・フローの合計額が不動産賃貸契約の変更や土地・建物等の時価の下落等により見直しが必要となった場
合、翌連結会計年度の連結計算書類において、減損損失が発生する可能性があります。

3. のれんの評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
減損の兆候が認められる場合には、のれんが帰属する事業から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と

帳簿価額を比較することにより、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、減損損失の認識が必要
と判定された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上いたします
が、当連結会計年度において損失は認識しておりません。
　なお、減損損失の認識の要否の判定及び回収可能価額の算定の基礎となる子会社の事業計画は、将来の売上高の
受注見込や規模及び計上時期、並びに、将来費用の見込等の仮定も含み不確実性を伴いますので、将来の不確実な
経済条件の変動等により翌連結会計年度において損失が発生する可能性があります。

－ 9 －



有形固定資産の減価償却累計額 7,903,429千円

現金及び預金 140,912千円
販売用不動産 3,389,979 〃
仕掛販売用不動産 12,367,157 〃
建物及び構築物 6,618,842 〃
機械装置及び運搬具 78,033 〃
土地 12,211,331 〃
リース資産 9,956 〃
その他 357,377 〃
合計 35,173,591千円

短期借入金 1,443,750千円
長期借入金 24,193,395 〃
合計 25,637,145千円

住宅ローン利用者のための借入保証債務 158,800千円

連結貸借対照表に関する注記
１. 有形固定資産の減価償却累計額

２. 担保資産及び担保付債務
　担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

(2) 担保に係る債務

（注）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

３. 土地再評価法の適用
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、
当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
(1) 再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定める不動産鑑
定士による鑑定評価により算出しております。

(2) 再評価を行った年月日　　　　2000年３月31日
(3) 再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△130,084千円

4. 保証債務

5. 保有目的の変更
当事業年度において、保有目的の変更により、有形固定資産のうち土地466,118千円、建物及び構築物254,016千

円、その他8,923千円を販売用不動産729,058千円に振り替えております。

連結損益計算書に関する注記
顧客との契約から生じる収益
　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契
約から生じる収益の金額は、連結注記表「収益認識に関する注記　１．顧客との契約から生じる収益を分解した情
報」に記載しております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
普通株式 7,186,700 1,357,700 － 8,544,400

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配 当 額 （ 円 ） 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年 6  月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 237,161 33 2024年 3 月31日 2024年６月27日

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１ 株 当 た り
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ６ 月 2 5 日
定時株主総会（予定） 普通株式 利益剰余金 256,332 30 2025年３月31日 2025年６月26日

決 議 目的となる株式の種類 目的となる株式の数 新 株 予 約 権 の 残 高
2019年 ３ 月28日
臨 時 株 主 総 会 普通株式 15,400株 1,540個

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

（注）発行済株式の総数の増加は、公募増資による募集株式の発行1,249,500株、第三者割当増資による新株発行
70,100株、新株予約権の行使1,100株及び譲渡制限付株式報酬としての新株式発行37,000株による増加分であ
ります。

２. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

３. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及
び数

金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、主に不動産開発・販売事業、マンション事業及び不動産開発・賃貸事業を行うための投資計画
に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産
で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。また、デリバティブ取引は一部の長期借入金における金利変
動リスクを回避するための金利スワップを利用しておりますが、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　当社の主たる事業である不動産開発・販売事業及びマンション事業においては、取引先が主として個人の顧客で
あり、取引は現金決済をもって完了するため、原則として営業債権である受取手形及び売掛金は発生しません。ま
た、不動産開発・賃貸事業において発生する売掛金に対しては、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、上場株式については市場価格の変動リスクに
晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に不動産開発・
販売事業、マンション事業及び不動産開発・賃貸事業において商品等となる不動産の仕入に必要な資金の調達を目
的としたものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　不動産開発・販売事業及びマンション事業においては、建築請負工事の受注契約及び販売契約時には顧客の信
用状況について十分に把握することで信用リスクの管理に努めております。
　不動産開発・賃貸事業においては、一定の保証金を預かる等の対応によりリスク管理を行っております。

② 市場リスクの管理
　投資有価証券に関しては、四半期ごとに時価の評価を行い、保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　各部署からの報告に基づき管理本部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管
理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当
該価額が変動することもあります。

－ 11 －



連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 投資有価証券　※３ 153,949 153,949 －

資産計 288,230 288,230 －

(1) 社債　※１ 820,000 811,301 △8,698

(2) 長期借入金　※２ 29,382,774 29,117,347 △265,426

負債計 30,202,774 29,928,649 △274,125

（単位：千円）
区分 2025年３月31日

非上場株式 166,746

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 5,704,116 － － －

合計 5,704,116 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

社債 70,000 480,000 70,000 60,000 140,000 －

長期借入金 5,437,719 11,464,151 2,626,665 1,924,737 1,137,304 6,792,195

合計 5,507,719 11,944,151 2,696,665 1,984,737 1,277,304 6,792,195

２. 金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、「現金及び預金」「売
掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

※１ １年内償還予定の社債も含めて表示しております。
※２ １年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
※３ 市場価格のない株式等

これらについては、「(2) 投資有価証券」には含めておりません。

（注１）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注２）短期借入金、社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 153,949 － － 153,949

資産計 153,949 － － 153,949

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 811,301 － 811,301

長期借入金 － 29,117,347 － 29,117,347

負債計 － 29,928,649 － 29,298,649

（注３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ
ベル１の時価に分類しております。

社債
　元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　借入契約毎に分類した当該長期借入金の元利金を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値に
より算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）

賃貸等不動産
連結貸借対照表計上額

期首残高 19,422,962

期中増減額 315,296

期末残高 19,738,258

期末時価 22,600,472

賃貸等不動産として
使用される部分を含
む不動産

連結貸借対照表計上額

期首残高 987,143

期中増減額 △317,907

期末残高 669,236

期末時価 1,645,286

（単位：千円）

賃貸等不動産

賃貸収益 2,810,267

賃貸費用 1,827,422

差額 982,844

その他（売却損益等） －

賃貸等不動産として
使用される部分を含
む不動産

賃貸収益 202,456

賃貸費用 149,378

差額 53,078

その他（売却損益等） △629

１株当たり純資産額 1,589円26銭
１株当たり当期純利益 80円52銭

賃貸等不動産に関する注記

　当社及び一部の連結子会社では、和歌山県及び大阪府を中心として、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設等（土
地を含む。）を所有しております。なお、賃貸オフィスビル等の一部については、当社及び一部の連結子会社が使用
しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
　また、当該賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期
中増減額及び時価は以下のとおりであります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２. 賃貸等不動産の期中増減額のうち、主な増加は、不動産の取得（820,525千円）及び子会社取得による増加

（344,977千円）、主な減少は、減価償却費（547,577千円）及び保有目的の変更による減少（552,597
千円）であります。

３. 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の期中増減額のうち、主な増加は、不動産の取得
（43,063千円）、主な減少は、減価償却費（61,926千円）及び利用区分の変更による減少（299,044千
円）であります。

４. 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額及び簡便的に公示価格等の
適切な指標に基づき算定した金額であります。

　また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりでありま
す。

（注）１. 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の
連結子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動
産に係る費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。

２. 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産のその他損益のうち、主なものは、固定資産除却損（629
千円）であります。

１株当たり情報に関する注記
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不動産開発・
賃貸事業
（注）１

不動産開発・
販売事業

マンション
事業 計 その他

（注）２ 合計

売上高

首都圏 482,291 2,672,729 6,449,077 9,604,098 2,751 9,606,850

近畿圏 2,657,483 2,835,280 5,513,562 11,006,326 284,011 11,290,337

その他（注）３ 11,827 － 670 12,498 － 12,498

顧客との契約から生
じる収益 3,151,602 5,508,009 11,963,311 20,622,923 286,763 20,909,686

外部顧客への売上高 3,151,602 5,508,009 11,963,311 20,622,923 286,763 20,909,686

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）

売掛金 45,041千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高）

売掛金 134,937千円

契約負債（期首残高）

前受金（その他の流動負債） 300,640千円

契約負債（期末残高）

前受金（その他の流動負債） 132,018千円

収益認識に関する注記
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注１）ほとんどが賃貸借契約に基づくリース収益でありますが、顧客との契約から生じる収益に含めて記載しており
ます。

（注２）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニア事業、レジャー事業、損害保
険代理店業等を含んでおります。

（注３）「その他」に属する主な地域は中部圏、北陸圏等であります。

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項に関する注記等　４．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。

３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末
において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は、主に不動産開発・販売事業及びマンション事業の不動産売買契約に基づいて、顧客から受け取った
手付金等の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い、取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、300,640千円であり
ます。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１年を超
える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対
価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

(2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

土 地 圧 縮
積 立 金

建 物 圧 縮
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

2 0 2 ４ 年 ４ 月 １ 日 残 高 838,650 793,650 793,650 5,326 124,488 160,408 9,927,599

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 571,109 571,109 571,109

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △1,611 △8,390 10,001

剰 余 金 の 配 当 △237,161
ストック・オプションの
行 使 143 143 143

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 16,317 16,317 16,317

当 期 純 利 益 848,954

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 587,569 587,569 587,569 － △1,611 △8,390 621,795

2 0 2 ５ 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,426,219 1,381,219 1,381,219 5,326 122,877 152,017 10,549,395

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
利益剰余金

株 主 資 本
合 計

その他有価
証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差 額 等
合 計利益剰余金

合 計

2 0 2 ４ 年 ４ 月 １ 日 残 高 10,217,823 11,850,123 26,918 838 27,756 11,877,879

事 業 年 度 中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 1,142,219 1,142,219

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 －

剰 余 金 の 配 当 △237,161 △237,161 △237,161
ストック・オプションの
行 使 286 286

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 32,634 32,634

当 期 純 利 益 848,954 848,954 848,954

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額） 2,700 △5,389 △2,689 △2,689

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 611,793 1,786,933 2,700 △5,389 △2,689 1,784,243

2 0 2 ５ 年 ３ 月 3 1 日 残 高 10,829,617 13,637,056 29,618 △4,551 25,066 13,662,123

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
ａ. 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
ｂ. その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しておりま
す。

(3) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

４. 収益及び費用の計上基準
① 不動産開発・賃貸事業
　不動産の賃貸から生じる収益は、オペレーティング・リースによっております。オペレーティング・リースによ
る収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号2007年３月30日）等に基づき認識しておりま
す。
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② 不動産開発・販売事業
　住宅用地の分譲販売や産業用地の販売は、用地の仕入から造成、企画、設計、施工までを自社一貫体制にて行っ
た戸建て住宅（土地付き建物）及び宅地を一般消費者又は法人へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に
基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しており
ます。
　戸建て住宅の一般建築請負は、規格型注文住宅及び自由設計注文住宅の建築工事を請け負う事業であり、顧客
（一般消費者及び法人）との建物請負工事契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。
　当該建物請負工事契約においては、当社グループの義務の履行により資産（仕掛品）が創出され又は増価し、資
産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定の期間にわたり充足される履
行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を計上しており
ます。なお、進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における企業の進捗度に寄与及び概ね比例していると考
えられることから、発生原価に基づくインプット法によっております。
　ただし、建物請負工事契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点
までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認
識しております。

③ マンション事業
　マンションの分譲販売は、用地の仕入から施工までを行ったマンションの各分譲住戸を主に一般消費者へ販売す
る事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しており
ます。

５. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の処理
　繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によ
っております。

(2) のれんの償却方法及び償却期間
　のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しております。

(3) 消費税等の会計処理
　資産にかかる控除対象外消費税及び地方消費税は繰延消費税等（投資その他の資産のその他）とし、５年間で均
等償却を行っております。
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販売用不動産 4,832,224千円

賃貸不動産 19,395,458千円

関係会社株式 1,528,682千円

会計上の見積りに関する注記
１. 販売用不動産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　販売用不動産を含む棚卸資産は取得原価で評価しておりますが、正味売却価額が取得原価より下落している場合
には、正味売却価額で評価し、取得原価との差額を当期の費用として処理しております。不動産市況が悪化して、
正味売却価額が著しく下落した場合には、損失が発生し重要な影響を与える可能性があります。

２. 賃貸事業目的で保有する不動産（賃貸不動産）の減損
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

　上記は、賃貸不動産と賃貸不動産として使用される部分を含む不動産を合算した金額であります。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　賃貸不動産は、賃料の低下や不動産価格の下落といった将来の市況変化等のリスクに晒されております。減損の
認識の判定においては、賃貸不動産に係る市況等の見積りが伴います。減損の認識の判定に使用した割引前将来キ
ャッシュ・フローの合計額が不動産賃貸契約の変更や土地・建物等の時価の下落等により見直しが必要となった場
合、翌事業年度の計算書類において、減損損失が発生する可能性があります。

3. 関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
関係会社株式のうち、市場価格のない子会社株式については、実質価額が貸借対照表価額と比較して著しく低下

している場合、回復可能性の判定を行った上で減損要否の判定を行っております。なお、超過収益力等を加味して
取得した子会社株式については、実質価額の算定に当たって超過収益力を含めております。
　このように、超過収益力を含む実質価額の評価や回復可能性の判定には経営者の判断が含まれることから、将来
の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。
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現金及び預金 98,906千円
販売用不動産 2,990,708 〃
仕掛販売用不動産 12,073,028 〃
建物 6,070,259 〃
構築物 10,959 〃
機械及び装置 78,033 〃
工具、器具及び備品 19,215 〃
土地 11,723,326 〃
リース資産 9,956 〃
その他 336,652 〃
計 33,411,046千円

短期借入金 1,114,750千円
長期借入金 23,132,796 〃
計 24,247,546千円

建物 6,777,464千円
構築物 111,272千円
機械及び装置 443,810千円
車両運搬具 13,893千円
工具、器具及び備品 72,285千円
リース資産 16,532千円

短期金銭債務 1,524千円
短期金銭債権 2,264千円
長期金銭債務 100千円

住宅ローン利用者のための借入保証債務 158,800千円

営業取引による取引高
売上高 24,000千円
仕入高 7,417千円
販売費及び一般管理費 954千円
営業取引以外の取引
受取配当金 40,000千円

貸借対照表に関する注記
１. 担保に供している資産および担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

(2) 担保に係る債務

（注）長期借入金には１年以内返済予定の金額を含んでおります。

２. 有形固定資産の減価償却累計額

３. 関係会社に対する金銭債権債務

4. 保証債務

5. 保有目的の変更
当事業年度において、保有目的の変更により、有形固定資産のうち土地318,118千円、建物及び構築物227,016千
円、その他7,462千円を販売用不動産552,597千円に振り替えております。

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
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繰延税金資産
未払役員退職金 127,008千円
未払事業税 15,005 〃
資産除去債務 93,916 〃
退職給付引当金 14,816 〃
減価償却超過額 10,151 〃
販売用不動産評価損 37,922 〃
子会社合併時の時価評価差額金 64,737 〃
その他 52,697 〃
繰延税金資産小計 416,255千円
評価性引当額 △205,163 〃
繰延税金資産合計 211,091千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △73,639千円
子会社合併時の時価評価差額金 △529,750 〃
固定資産圧縮積立金 △125,471 〃
その他 △13,493 〃
繰延税金負債合計 △742,355千円
繰延税金負債純額 △531,263千円

１株当たり純資産額 1,598円96銭
１株当たり当期純利益 100円15銭

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）法人税等の税率変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴
い、2026年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負
債については、法定実効税率を30.46％から31.36％に変更し計算しております。この変更により、当連結会計年度
の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は10,207千円増加し、法人税等調整額が10,595千
円、その他有価証券評価差額金が387千円、それぞれ減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債は5,389
千円増加し、土地再評価差額金が同額減少しております。

１株当たり情報に関する注記

収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の
内容を記載しているので、注記を省略しております。

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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